
理

由

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
適
切
な
保
存
を
図
る
た
め
、
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
に
関
す
る
新
た
な
類
型

の
創
設
、
希
少
野
生
動
植
物
種
の
保
全
に
取
り
組
む
動
植
物
園
等
の
認
定
制
度
の
創
設
、
国
際
希
少
野
生
動
植
物
種
に
係
る
登

録
制
度
の
強
化
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


